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秋田県えるぼしチャレンジ企業認定制度要綱 
 

（目的） 
第１条 この要綱は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第

６４号。以下「女活法」という。）第９条の規定に基づく一般事業主の認定（以下「える

ぼし認定」という。）の取得に向けて女性の活躍推進に取り組む企業の認定及び認定した

企業（以下「えるぼしチャレンジ企業」という。）への支援等に関し必要な事項を定める

ことにより、企業における女性の活躍を一層推進するとともに、女性がその個性と能力を

発揮できる環境づくりを進め、もって若年世代に魅力ある企業の増加を図り、その定着を

促進することを目的とする。 
 
（対象） 
第２条 本制度の対象となる企業は、女活法に定める一般事業主であって、次に掲げる事項

のいずれにも該当するものをいう。 
（１）県内に本社（主たる事業所）を有すること。 
（２）常時雇用労働者数が３００人以下であること。 
（３）過去３年間において、労働基準法、労働安全衛生法、女活法等の関係法令の重大な

違反をしていないこと。 
（４）秋田県に納付（納入）すべき県税に滞納がないこと。 
（５）暴力団等の反社会的勢力に該当し、又は所属したことがなく、これらの者と関係を

有していないこと。 
 
（認定の要件） 
第３条 知事は、次に掲げる要件を全て満たす企業をえるぼしチャレンジ企業として認定す

ることができる。 
（１）女活法に基づく一般事業主行動計画（以下「行動計画」という。）を策定し、届出

していること。 
（２）策定した行動計画を厚生労働省のウェブサイトで公表していること。 
（３）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に

関する省令（平成２７年厚生労働省令第１６２号。以下「省令」という。）第８条第

１項第１号イ⑴から⑸までに掲げる基準（以下「えるぼし認定基準」という。）のう

ち２以上の基準に係る数値を達成していること。 
（４）えるぼし認定の取得に向けた取組の実施計画を有すること。 

 
（認定の申請） 
第４条 前条の規定による認定を受けようとする企業は、えるぼしチャレンジ企業認定申請

書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出して申請するものとする。 
（１）えるぼしチャレンジ企業認定要件確認調書（様式第２号） 
（２）えるぼし認定の取得に向けた取組実施計画書（様式第３号） 
（３）省令第１条に規定する行動計画の策定に係る届出書の写し 
（４）行動計画の写し 
（５）その他認定に関し知事が必要と認める書類 
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（認定） 
第５条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、提出された書類等により審

査を行い、要件を満たしていることを確認したときは、これを認定し、秋田県えるぼしチ

ャレンジ企業認定証（様式４号。以下「認定証」という。）を交付するものとする。 
２ 認定の有効期間は、認定の日から前条（２）の取組実施計画書に記載された実施期間の

終期までとし、その上限は、同日から起算して３年間とする。 
３ 知事は、前条の規定による申請が要件を満たしていないと認めるときは、文書により、

その旨を申請者に通知するものとする。 
 
（調査） 
第６条 知事は、本制度の運用に当たり、その職員に必要に応じてえるぼしチャレンジ企業

における取組状況を調査させることができる。 
２ えるぼしチャレンジ企業は、前項に定める調査に協力するものとする。 
 
（変更の届出） 
第７条 えるぼしチャレンジ企業は、名称、所在地、第２条に掲げる事項又は第３条に掲げ

る要件に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から３０日以内にえるぼしチャレンジ

企業認定変更届出書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 
 
（認定の辞退） 
第８条 えるぼしチャレンジ企業は、女性の活躍推進に関する取組を継続できなくなったこ

と等により認定を辞退しようとするときは、速やかにえるぼしチャレンジ企業認定辞退届

出書（様式第６号）を知事に提出し、併せて認定証を返納するものとする。 
 
（認定の取消し） 
第９条 知事は、えるぼしチャレンジ企業が要件を満たさないことが明らかになったとき、

法令の重大な違反をしたときその他えるぼしチャレンジ企業として適当でなくなったと認

めるときは、その認定を取り消すことができる。 
２ 知事は、前項の規定により認定の取消しをするときは、理由を付してえるぼしチャレン

ジ企業にその旨を通知するものとする。 
３ えるぼしチャレンジ企業は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに認定証を

知事に返納するものとする。 
 
（認定の失効） 
第１０条 えるぼしチャレンジ企業が認定の有効期間内にえるぼし認定を取得したときは、

認定は、その取得の日をもって失効するものとする。 
２ えるぼしチャレンジ企業は、前項の規定により認定が失効したときは、速やかに認定証

を知事に返納するものとする。 
 
（認定の更新） 
第１１条 えるぼしチャレンジ企業は、有効期間が経過した後も引き続き認定を受けようと

するときは、有効期間が満了する日の３０日前までに第４条に規定する書類を知事に提出

して認定の更新を申請しなければならない。ただし、同条（３）及び（４）の書類につい
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ては、前回提出した内容に変更がない場合は、提出を省略することができる。 
２ 第５条の規定は、認定の更新について準用する。この場合において、同条第２項中「認

定の日」とあるのは、「更新前の有効期間が満了する日の翌日」とする。 
 
（支援） 
第１２条 知事は、えるぼしチャレンジ企業が行う女性の活躍推進に関する取組に対し、支

援を行うものとする。 
 
（個人情報の取扱い） 
第１３条 県は、本事業の実施に当たり知り得た個人情報について、適正に取り扱わなけれ

ばならない。 
 
（その他） 
第１４条 この要綱に定めるもののほか、本制度の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 
附 則 
この要綱は、令和４年５月１日から施行する。ただし、第４条は令和４年４月２５日から

施行するものとする。 
附 則 
この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和５年９月１日から施行し、この要綱による改正後の秋田県えるぼしチャ

レンジ企業認定制度要綱の規定は、令和４年５月１日から適用する。 
附 則 
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和７年４月９日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



（様式第１号） 
 

えるぼしチャレンジ企業認定申請書 

（□新規・□更新） 
 

年   月   日 
 
あて先 秋田県知事 
 

申請者 

名 称                     

所在地                     

代表者職・氏名                 

 

 

 

秋田県えるぼしチャレンジ企業認定制度要綱第４条（第１１条第１項）の規定により、

次の書類を添えて認定（認定の更新）を申請します。 

 

添付書類 

１ えるぼしチャレンジ企業認定要件確認調書（様式第２号） 

２ えるぼし認定の取得に向けた取組実施計画書（様式第３号） 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策

定に係る届出書の写し 

４ ３の届出に係る一般事業主行動計画の写し 

５ その他（                                 ） 

 

- 4 -



様式第２号

### ### ### ### ### ###

企業名

代表者職名 代表者氏名

(1) 秋田県内に本社を有します。

(2) 常時雇用労働者数は３００人以下です。

(3) 過去３年間において、労働基準法、労働安全衛生法、女活法等の関係法令に重大な違反はありません。

(4) 秋田県に納付（納入）すべき県税に滞納はありません。

(5) 暴力団等の反社会的勢力に該当し、又は所属したことはなく、これらの者と関係を有していません。

令和1772年令和17721772年

明治33年明治3333年令和1771年令和17711771年

令和1780年令和17801780年令和1770年令和17701770年

令和1779年令和17791779年令和1769年令和17691769年

青色の欄は、原則として全て記載してください。 令和1778年令和17781778年令和1768年令和17681768年
令和1777年令和17771777年令和1767年令和17671767年

橙色の欄は、指示に従って記載してください。 令和1766年令和17661766年
鉱業,採石業,砂利採取業建設業製造業電気･ガス･熱供給･水道業情報通信業運輸業･郵便業卸売業･小売業金融業･保険業不動産業･物品賃貸業学術研究,専門･技術サービス業宿泊業･飲食サービス業生活関連サービス業･娯楽業教育,学習支援業医療,福祉複合サービス業サービス業（その他）分類できない

女性:

男性:

基幹 勤務形態 時間外労働

※雇用管理区分の設定がある場合は、各区分毎に名称、雇用期間ほかを記載してください。
※正社員の雇用管理区分が複数ある場合は、基幹的な雇用管理区分の「基幹」欄に○を付してください。

日付

えるぼしチャレンジ企業認定要件確認調書

記載担当者 所属 職名

所　　在　　地

直近の事業年度

連　絡　先 電話 E-mail

企　　業　　名
代表者

職名

女性人数 男性人数 計

雇用管理区分の設定

雇用管理区分の名称

常　時　雇　用
労　働　者　数

計
産 業 分 類

製造業の中分類

一般事業主行動計画

雇用期間

　えるぼしチャレンジ企業の認定（認定の更新）を申請するに当たり、秋田県えるぼしチャレンジ企業認定制
度要綱第２条に定める次の要件のいずれにも該当することを誓約します。

正
社
員
以
外

正
社
員

氏名

届出日 公表日 計画終期

記載日

氏名

始期 終期

誓　約

1/12
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基準達成状況（１）【採用】

えるぼし認定基準⑴　（省令第８条第１項第１号イ⑴）

（ⅰ）　直近３事業年度の男女別の採用における競争倍率

※雇用管理区分の設定がない場合は、最上段の同欄に「なし」と記載し、該当の人数を記載してください。

女　性 男　性
Ｃ・Ｂ
の比較

Ｚ

　①正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が４割を超える場合は４割）以上であること。

　②正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が４割を超える場合
　　は４割）以上であること。

労働者の採用について、次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。

(ⅰ)　直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率×０.８」が、直近３事業年度の平均した　「採用にお
　ける男性の競争倍率」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと。（期間の定めのない労働契約を締結すること
　を目的とするものに限る。）
(ⅱ)　直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。
　　(正社員に雇用管理区分を設定していない場合は、①に該当すること。）

３事業年
度の平均
競争倍率

Ｂ

競争倍率

a1/a2

３事業年
度の平均
競争倍率

Ａ

Ａ×0.8

Ｃ

応募者数

b1

採用者数

b2

競争倍率

b1/b2

雇用管理区分
直近３

事業年度
応募者数

a1

採用者数

a2

判定：Ｚ（Ｃ・Ｂの比較）が全ての雇用管理区分において「Ｃ＜Ｂ」

(ⅰ)の表で判定が「非該当」の場合は、次の表にも記載してください。

※（ⅰ)の表でＺが「Ｃ≧Ｂ」又は「比較不能」となった雇用用管理区分について記載してください。
※雇用管理区分の設定がない場合は、最上段の同欄に「なし」と記載し、該当の人数を記載してください。

女　性 男　性 ３事業年度ごとの平均競争倍率

～

女性
競争倍率

Ａ

男性
競争倍率

Ｂ
Ａ/Ｂ

～

雇用管理区分 事業年度 応募者数 採用者数 応募者数 採用者数

～

～

～

～

～

～

～

2/12
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基準達成状況（１）続き

(ⅱ)　直近の事業年度における女性労働者の割合

　①正社員に占める女性労働者の割合

①の表で判定が「非該当」の場は、次の表にも記載してください。

　②基幹的な雇用管理区分における正社員に占める女性労働者の割合

※正社員に複数の雇用管理区分を設定していない場合は、この表への記載は不要です。

②の表で判定が「非該当」の場合は、次の表にも記載してください。

直近の
事業年度

女性の
正社員数

男性の
正社員数

正社員合計

①の直前の
各事業年度

女性の
正社員数

男性の
正社員数

正社員合計
正社員に占め
る女性の割合

Ａ

正社員に占め
る女性の割合

Ａ

産業分類（国別表１）
産業平均値(%)

Ｂ

判定
Ａ≧Ｂ
Ａ≧40%

～

～

３事業年度ごとのＡの平均

～

正社員の
基幹的な

雇用管理区分

②の直前の
各事業年度

当該区分の
女性の

正社員数

当該区分の
男性の

正社員数

当該区分の
正社員合計

正社員に占め
る女性の割合

Ａ

産業分類（国別表２）
産業平均値(%)

Ｂ

判定
Ａ≧Ｂ
Ａ≧40%

正社員の
基幹的な

雇用管理区分

直近の
事業年度

当該区分の
女性の

正社員数

当該区分の
男性の

正社員数

当該区分の
正社員合計

正社員に占め
る女性の割合

Ａ

３事業年度ごとのＡの平均

～

～

～

3/12
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基準達成状況（２）【継続就業】

　

(ⅰ)　直近の事業年度における継続就業の状況

　①男女別の平均継続勤務年数

①の表で判定が「非該当」の場合は、全ての雇用管理区分について次の表にも記載してください。

直近の
事業年度

雇用管理区分
女性の平均

継続勤務年数
Ａ

男性の平均
継続勤務年数

Ｂ

女性/男性の比
（Ａ/Ｂ）

Ｃ

Ｃの水準

Ｚ

えるぼし認定基準⑵　（省令第８条第１項第１号イ⑵）

(ⅰ)　直近の事業年度における労働者の継続就業について、次の①と②のいずれかに該当すること。

　①「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ７割
　　以上であること。（期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。）
　②「１０事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「１０事業年度前及びそ
　　の前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ８割以上であること。（新規学
　　卒採用者として雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している者に限る。）
(ⅱ)　（(ⅰ)を算出することができない場合に限り適用）
　直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。

※雇用管理区分の設定がない場合は、最上段の同欄に「なし」と記載し、該当者のの平均値を記載してください。

判定：Ｚ（Ｃの水準）が全ての雇用管理区分において「Ｃ≧0.7」

①の直前の
各事業年度

雇用管理区分
女性の平均

継続勤務年数
Ａ

男性の平均
継続勤務年数

Ｂ

女性/男性の比
（Ａ/Ｂ）

Ｃ

※雇用管理区分の設定がない場合は、全ての事業年度の最上段の同欄にそれぞれ「なし」と記載し、該当者
　の平均値を記載してください。

～

３事業年度ごとのＣの平均

～

～

4/12
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基準達成状況（２）(ⅰ)続き

　②10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した新規学卒労働者の男女別の継続雇用割合

②の表で判定が「非該当」の場合は、別紙（11～12ページ）の表に記載した上で、次の表に転記してください。

別表の連続する３事業年度ごとの区分雇用管理区分 別紙から引用

うち直近事業
年度で雇用さ
れている者

継続雇用
割合

Ｂ

女性/男性の
比（Ａ/Ｂ）

Ｃ

Ｃの
水準

Ｚ

※雇用管理区分の設定がない場合は、最上段の同欄に「なし」と記載し、該当の人数を記載してください。

女　性 男　性

雇用管理区分
10事業年度前
とその前後の

事業年度

新規学卒
採用者数

うち直近事業
年度で雇用さ
れている者

継続雇用
割合

Ａ

新規学卒
採用者数

合計

ア

ア

ア

合計

11～13年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの2年ずつ前）　別紙ウ

12～14年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの3年ずつ前）　別紙エ

13～15年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの4年ずつ前）　別紙オ

判定：Ｚ（Ｃの水準）が全ての雇用管理区分において「Ｃ≧0.8」

※②の表でＺが「Ｃ＜0.8」又は「算出不能」となった雇用管理区分について記載してください。
※雇用管理区分の設定がない場合は、最上段の同欄に「なし」と記載し、該当の人数を記載してください。

 9～11年前採用者の10年後継続雇用割合の男女比　　　　　　　　　 上記ア

10～12年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの1年ずつ前）　別紙イ

合計

 9～11年前採用者の10年後継続雇用割合の男女比　　　　　　　　　 上記ア

10～12年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの1年ずつ前）　別紙イ

11～13年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの2年ずつ前）　別紙ウ

12～14年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの3年ずつ前）　別紙エ

13～15年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの4年ずつ前）　別紙オ

 9～13年前採用者の３事業年度ごとの平均（ア～ウの平均）

10～14年前採用者の　　　　　〃　　　　（イ～エの平均）

11～15年前採用者の　　　　　〃　　　　（ウ～オの平均）

 9～13年前採用者の３事業年度ごとの平均（ア～ウの平均）

10～14年前採用者の　　　　　〃　　　　（イ～エの平均）

11～15年前採用者の　　　　　〃　　　　（ウ～オの平均）

 9～11年前採用者の10年後継続雇用割合の男女比　　　　　　　　　 上記ア

10～12年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの1年ずつ前）　別紙イ

11～13年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの2年ずつ前）　別紙ウ

12～14年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの3年ずつ前）　別紙エ

13～15年前採用者の　　　　　　〃　　　　　　（アの4年ずつ前）　別紙オ

 9～13年前採用者の３事業年度ごとの平均（ア～ウの平均）

10～14年前採用者の　　　　　〃　　　　（イ～エの平均）

11～15年前採用者の　　　　　〃　　　　（ウ～オの平均）
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基準達成状況（２）続き

(ⅱ)　正社員の女性労働者の平均継続勤務年数

(ⅱ)の表で判定が「非該当」の場合は、次の表にも記載してください。

産業分類
（国別表３又は別紙１）
産業平均値(年)　　Ｂ

３事業年度ごとのＡの平均

上記(ⅱ)の直前の
各事業年度

正社員の女性労働者の
平均継続勤務年数　Ａ

直近の
事業年度

正社員の女性労働者の
平均継続勤務年数

Ａ

判定
Ａ≧Ｂ

～

～

～

6/12
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基準達成状況（３）【労働時間等の働き方】

直近の事業年度における各月ごとの時間外労働及び休日労働の平均時間数

※雇用管理区分の設定がない場合は、最上段の同欄に「なし」と記載し、対象者全体の数値を記載してください。

　｢各月の対象労働者の(法定時間外労働＋法定休日労働)の総時間数の合計」÷ ｢対象労働者数｣ ＜４５時間

これにより難い場合は、次によること。

　[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」－「各月の法定労働時間の合計」※] ÷「対象労働者数」＜ ４５ 時間
　　※「各月の法定労働時間の合計」＝４０×各月の日数÷７×対象労働者数

雇用管理区分 月

時間外労働・
休日労働の
合計時間数

X

対象
労働者数

Y

平均時間
外労働等
時間数
(X/Y)Ａ

月

えるぼし認定基準⑶　（省令第８条第１項第１号イ⑶）

次により、雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業
年度の各月ごとに全て４５時間未満であること。

　　年　月 　　年　月

時間外労働・
休日労働の
合計時間数

X

対象
労働者数

Y

平均時間
外労働等
時間数
(X/Y)Ａ

Ａの
状況

Ｚ

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

判定：Ａ（月の時間外労働等時間数）が全ての雇用管理区分において「全月Ａ＜45」

※上の表によっては平均時間外労働等時間数を算出し難い場合は、次ページの上段の表により算出してください。

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

7/12
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基準達成状況（３）続き

直近の事業年度における各月ごとの総労働時間数と法定労働時間数の差の平均時間数

※前ページの表では算出し難い場合に限り、この表で時間外労働等の平均時間数を算出してください。

※前ページ又は上の表でＺ(Z')が「Ａ(A')≧45あり」となった雇用管理区分について、次の表に記載してください。

雇用管理区分 月
総労働時間数

の合計
対象

労働者数

平均時間
外労働等
時間数

A'

月
総労働時間数

の合計

　　年　月 　　年　月

対象
労働者数

平均時間
外労働等
時間数

A'

A'の
状況

Z'

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月 　　年　月

　　年　月

　　年　月 　　年　月

判定：A'（月の時間外労働等時間数）が全ての雇用管理区分において「全月A'＜45」

直近～4年前
の事業年度

雇用管理区分
平均時間外労働等
時間数が45時間
以上の月数　Ｂ

１人・１月当たり
平均時間外労働

時間数　Ｃ

※雇用管理区分の設定がない場合は、全ての事業年度の最上段の同欄にそれぞれ「なし」と記載し、該当月
　数、平均時間数を記載してください。

　　年　月 　　年　月

　　年　月

　　年　月

～

３事業年度ごとのＢ及びＣの平均

～

～

8/12
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基準達成状況（４）【管理職比率】

(ⅰ)　直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合

※(ⅰ)の表で判定が「非該当」の場は、次の表にも記載してください。

(ⅱ)　直近の３事業年度における男女別の課長級より１つ下の職階から課長級に昇進した割合

※(ⅱ)の表で判定が「非該当」の場は、次の表にも記載してください。

産業分類
（国別表４又は別紙２）
産業平均値(%)　　Ｂ

えるぼし認定基準⑷　（省令第８条第１項第１号イ⑷）

労働者の管理職比率について、次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。

(ⅰ)　直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。

(ⅱ)　直近３事業年度の平均した１つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近３事業年度の平
　均した１つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が８割以上であること。

直近の
事業年度

女性の
管理職者数

男性の
管理職者数

管理職合計
管理職に占め
る女性の割合

Ａ

上記(ⅰ)の直
前の２事業年

度

女性の
管理職者数

男性の
管理職者数

管理職合計
管理職に占め
る女性の割合

Ａ

判定
Ａ≧Ｂ

３事業年度ごとのＡの平均

昇進割合
平均

昇進割合
Ｂ

女性/男性の
比（Ａ/Ｂ）

Ｃ

判定
Ｃ≧0.8

直近３事業年度
課長級に
昇進した
者の数

事業年度
開始日に
１つ下の
職位の者

昇進割合
平均

昇進割合
Ａ

課長級に
昇進した
者の数

事業年度
開始日に
１つ下の
職位の者

女　性 男　性

～

～

～

平均
昇進割合

Ｂ

女性/男性の
比（Ａ/Ｂ）

Ｃ

1～3年前
事業年度

女　性 男　性

上記(ⅱ)の
前・前々

３事業年度

課長級に
昇進した
者の数

事業年度
開始日に
１つ下の
職位の者

昇進割合
平均

昇進割合
Ａ

課長級に
昇進した
者の数

事業年度
開始日に
１つ下の
職位の者

昇進割合

2～4年前
事業年度

9/12
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基準達成状況（５）【多彩なキャリアコース】

多彩なキャリアコースに関する状況

※上の表で判定が「非該当」の場は、次の表にも記載してください。

(ⅰ)　女性の非正社
員から正社員への

転換

(ⅱ)　キャリアアッ
プに資する雇用管
理区分間の転換

(ⅲ)　過去に在職し
た女性の正社員と

しての再雇用

(ⅳ)　おおむね30歳
以上の女性の正社
員としての採用

(ⅰ)　女性の非正社
員から正社員への

転換

(ⅱ)　キャリアアッ
プに資する雇用管
理区分間の転換

(ⅲ)　過去に在職し
た女性の正社員と

しての再雇用

(ⅳ)　おおむね30歳
以上の女性の正社
員としての採用

えるぼし認定基準⑸　（省令第８条第１項第１号イ⑸）

上記の直前の
２事業年度

ア～エ計

３事業年度計 Ａ　　　　

判定
Ａ≧1

直近３事業年度において、次の(ⅰ)～(ⅳ)のうち１項目以上の実績を有すること。

　(ⅰ)　女性の非正社員から正社員への転換（派遣労働者の雇入れを含む。）

　(ⅱ)　女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

　(ⅲ)　過去に在籍した女性の正社員としての再雇用（定年後の再雇用を除く。）

　(ⅳ)　おおむね３０歳以上の女性の正社員としての採用

直近３事業年度 ア～エ計

10/12
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基準達成状況（２）別紙（1/2）

基準達成状況（２）（5ページ）の(ⅰ)②の表で判定が「非該当」の場合は、次の表を記載してください。

 9～13年前採用者の３事業年度ごと継続雇用割合男女比の平均（ア～ウの平均）

10～14年前採用者の　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　（イ～エの平均）

11～15年前採用者の　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　（ウ～オの平均）

 9～13年前採用者の３事業年度ごと継続雇用割合男女比の平均（ア～ウの平均）

10～14年前採用者の　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　（イ～エの平均）

11～15年前採用者の　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　（ウ～オの平均）

オ

　　　　★

合計

★の10事
業年度後
在職者数

エ

　　　　★

合計

★の10事
業年度後
在職者数

ウ

　　　　★

合計

★の10事
業年度後
在職者数

合計

イ

　　　　★

合計

★の10事
業年度後
在職者数

※(２)シート(ⅰ)②の表で「Ｃ＜0.8」又は「算出不能」の雇用管理区分について記載してください。
※雇用管理区分の設定がない場合は、最上段の同欄に「なし」と記載し、該当の人数を記載してください。

雇用管理区分
採用

事業年度
新規学卒
採用者数

継続雇用
割合　Ａ

新規学卒
採用者数

継続雇用
割合　Ｂ

（Ａ/Ｂ）
Ｃ

女　性 男　性

うち★の10事業年度
後で雇用されている

者

うち★の10事業年度
後で雇用されている

者

★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

ア

　　　　★

★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

ア

　　　　★ ★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

合計

イ

　　　　★ ★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

合計

ウ

　　　　★ ★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

合計

エ

　　　　★ ★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

合計

オ

　　　　★ ★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

合計

11/12
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基準達成状況（２）別紙（2/2）

 9～13年前採用者の３事業年度ごと継続雇用割合男女比の平均（ア～ウの平均）

10～14年前採用者の　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　（イ～エの平均）

11～15年前採用者の　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　（ウ～オの平均）

★の10事
業年度後
在職者数

女　性 男　性

雇用管理区分
採用

事業年度
新規学卒
採用者数

うち★の10事業年度
後で雇用されている

者

継続雇用
割合　Ａ

新規学卒
採用者数

うち★の10事業年度
後で雇用されている

者

継続雇用
割合　Ｂ

（Ａ/Ｂ）
Ｃ

ア

　　　　★ ★の10事
業年度後
在職者数

合計

イ

　　　　★ ★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

合計

合計

ウ

　　　　★ ★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

合計

エ

　　　　★ ★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

オ

　　　　★ ★の10事
業年度後
在職者数

★の10事
業年度後
在職者数

合計

12/12
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（様式第３号）

えるぼし認定の取得に向けた取組実施計画書 企業名：  

えるぼし認定申請の目標時期： 年 月

現況 目標・展望

実施期間

実施期間

実施期間

えるぼし認定基準（数値基準） 認定基準の達成（維持・向上）に向けた取組実施計画

区分 内容
実績、基準
達成状況等

数値目標、
達成時期等

取組ごとの実施時期・期間

認定基準⑴

女性の職業生活
における活躍の
推進に関する法
律に基づく一般
事業主行動計画
等に関する省令
第８条第１項第
１号イ⑴・・・

 労働者の採用について、次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。
(ⅰ)  直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率×０.８」
 が、直近３事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率」よりも
 雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと。（期間の定めのない労働契約を
 締結することを目的とするものに限る。）
(ⅱ)  直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。
 (正社員に雇用管理区分を設定していない場合は、①に該当すること。）
 ①正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が４割
  を超える場合は４割）以上であること。
 ②正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごと
  の平均値（平均値が４割を超える場合は４割）以上であること。

取組の実施期間・内容

 次により、雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労
働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て４５時間
未満であること。
 ｢各月の対象労働者の（法定時間外労働＋法定休日労働）の総時間数の
合計」÷ ｢対象労働者数｣ ＜４５時間

 これにより難い場合は、次によること。
 [「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」－「各月の法定労働時間
の合計」※] ÷「対象労働者数」＜ ４５ 時間
  ※「各月の法定労働時間の合計」＝４０×各月の日数÷７×対象労働
   者数

認定基準⑵

同省令第８条第
１項第１号イ⑵

(ⅰ)直近の事業年度における労働者の継続就業について、次の①と②の
 いずれかに該当すること。
 ①「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年
  数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ７割以上であること。（期間の定
  めのない労働契約を締結している労働者に限る。）
 ②「１０事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の
  継続雇用割合」÷「１０事業年度前及びその前後に採用された男性労
  働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ８割以上である
  こと。（新規学卒採用者として雇い入れた労働者であって、期間の定
  めのない労働契約を締結している者に限る。）
(ⅱ) （(ⅰ)を算出することができない場合に限り適用）
  直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が
 産業ごとの平均値以上であること。

認定基準⑶

同省令第８条第
１項第２号イ⑶

- 17 -



（様式第３号）

現況 目標・展望えるぼし認定基準（数値基準） 認定基準の達成（維持・向上）に向けた取組実施計画

区分 内容
実績、基準
達成状況等

数値目標、
達成時期等

取組ごとの実施時期・期間
取組の実施期間・内容

実施期間

実施期間

認定基準⑸

同省令第８条第
１項第４号イ⑸

 直近３事業年度において、次の(ⅰ)～(ⅳ)のうち１項目以上の実績を有
すること。
 (ⅰ) 女性の非正社員から正社員への転換
   （派遣労働者の雇入れを含む。）
 (ⅱ) 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換
 (ⅲ) 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
   （定年後の再雇用を除く。）
 (ⅳ) おおむね３０歳以上の女性の正社員としての採用

認定基準⑷

同省令第８条第
１項第３号イ⑷

 労働者の管理職比率について、次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当するこ
と。
(ⅰ) 直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合が産業ご
 との平均値以上であること。
(ⅱ) 「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階から課長級に昇進した女
 性労働者の割合」÷「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階から課
 長級に昇進した男性労働者の割合」が８割以上であること。
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（様式第４号） 

 

秋田県えるぼしチャレンジ企業認定証 

 
 

企業名称 

 
 

所在地 

 
 
 
上記企業を、えるぼしチャレンジ企業として認定します。 

 
 

認定番号    第      号 
 

認定日        年   月   日 
   （更新日） 
 
    有効期間    認定日から    年  月  日まで 
 
 

 
 
秋田県知事        印 
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（様式第５号） 
 

えるぼしチャレンジ企業認定変更届出書 
 

年   月   日 
 
あて先  秋田県知事  
 
 

届出者 
                     名 称                 
                     所在地                 
                     代表者職・氏名             

 
 
秋田県えるぼしチャレンジ企業認定制度要綱第７条の規定により、次のとおり変更を届

け出ます。 
 
 
１ 認定番号    第   号 
 
２ 認定日         年  月  日（    年  月  日更新） 
 
３ 変更内容 

変 更 前 変 更 後 
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（様式第６号） 
 

えるぼしチャレンジ企業認定辞退届出書 

 
年   月   日 

 
あて先 秋田県知事 
 

届出者 
                     名 称                 
                     所在地                 
                     代表者職・氏名             
 
 
秋田県えるぼしチャレンジ企業認定制度要綱第８条の規定により、次のとおり認定の辞

退を届け出ます。 
 
１ 認定番号    第   号 
 
２ 認定企業 

名称                   
    所在地                  
    代表職・氏名               
 
３ 辞退年月日       年  月  日 
 
４ 辞退理由 
 
 
 
 
 ＊交付されている認定証を添付 
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